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「
幅
一
雅
岡
家
L
ミ
イ
ギ
リ
ス
勢
働
者
階
部
帆
の
窮
之
化

九
五

O
年
の
一
世
合
同
調
査
を
中
心
と
し
て

l
l

は

し

が

き

怨
椅
再
建
と
鰐
働
者
階
級
の
窮
乏
化

第
二
究
大
戦
に
よ
る
、
生
産
力
の
大
量
の
損
夫
、
消
耗
と
閣
際
枚
実
バ

ラ
ン
ス
の
危
機
は
、
嵐
大
な
植
民
地
の
全
体
制
の
基
礎
の
土
に
立
つ
て
の

み
誕
辰
し
得
た
イ
ギ
り
ス
資
本
主
義
に
と
っ

t
件
、
ま
さ
に
、
極
関
構
諮

そ
の
も
の
の
危
険
で
あ
っ
た
G

こ
の
危
機
の
事
命
へ
の
阿
化
を
回
避
す
ベ

〈
、
資
本
の
要
請
と
期
待
に
吹
い
え
て
登
場
し
た
等
働
敗
内
閣
は
、
糧
問
民

主
主
義
と
そ
「
将
来
に
立
ち
向
P

つ
べ
き
唯
一
の
道
t

な
め
と
の
従
来
の
確

信
に
も
と
づ
き
、
樫
情
再
建
の
方
式
を
重
要
産
業
の
閑
有
化
政
最
と
祉
官

繭
枇
政
東
町
二
大
支
柱
に
求
め
た
が
、
か
か
る
す
一
柱
そ
の
も
の
が
、
寅

仕
ア
メ
リ
カ
の
借
款
援
助
に
大
き
く
依
存

L
t
い
た
が
故
に
、
そ
の
本
質

「
一
隅
枇
岡
弘
」
と
イ
ギ
リ
λ

努
働
者
階
級
の
協
乏
化

星

夫

島

は
外
資
へ
の
隷
従

rよ
る
図
家
濁
占
資
本
の
再
編
強
化
に
舛
な
ら
な
か
っ

手
ム

勢
働
県
内
閣
五
ヶ
年
の
纏
隣
再
建
の
途
が
、
終
始
持
問
者
暗
粧
の
一
方

的
な
犠
牲
と
献
身
の
ラ
ち
に
強
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
、
周
知
の
事

寅
に
堕
す
る
。
外
資
導
入
を
安
住
と
す
る
陸
済
再
建
は
、
早
〈
も
、
一
九

四
七
年
二
月
時
石
城
電
力
危
除
、
同
年
八
月
の
ド
ル
危
険
に
よ
っ
て
暗
礁

に
の
め
あ
げ
、
控
訂
働
熊
内
閣
を
し
て
緊
急
摂
権
法
案
を
可
決
し
、
産
業
お

土
び
労
働
に
刻
す
る
関
机
な
指
導
権
を
掌
握
せ
し
め
る
に
去
っ
た
。
こ
れ

は
、
食
料
・
木
材
の
輸
入
削
厳
に
よ
る
食
料
問
給
量
の
引
下
げ
と
住
宅
建

築
の
資
材
の
制
限
、
購
買
力
殴
牧
の
た
め
の
増
税
と
生
活
必
需
品
亘
辛
綿

製
品
・
苦
悩
物
)
煩
絡
に
針
す
る
補
助
金
の
廃
止
に
よ
っ
て
持
働
者
陪
阪
の
生

清
水
準
を
切
下
げ
、
更
に
か
か
る
低
生
活
水
準
の
基
慢
の
上
に
、
出
町
働
僚

第
七
十
一
巻

第
六
按

四

五

王



「
繭
引
四
日
間
試
」
と
イ
ギ
リ
ス
努
働
者
崎
市
鼠
白
窮
乏
化

作
の
町
T
【
げ
ペ
場
噛
扱
化
、
4
m
H
延
長
)
に
よ
ム
是
正
装
の
合
理
他
生
強
行

L
、

庄
一
産
自
を
引
7
げ
、
輸
出
の
培
進
に
よ
っ
て
同
際
収
支
バ
ラ
ン
ス
ー
ゼ
次
善

吉
ん
p
ナ
る
、
岡
一
以
潤
占
資
本
主
義
り
算
問
者
陪
級
牧
容
に
よ
る
問
}
済
再

注
目
具
体
化
で
あ
っ
た
。

翌
四
八
年
二
月
に
は
追
討
ち
的
に
「
賃
金
物
問
釘
刊
政
策
」
が
寅
施
さ

れ
、
生
産
と
利
潤
は
叫
制
使
持
観
的
に
よ
昇
L
、
喉
前
の
水
準
を
突
破
し
た

に
拘
ら

F
、
賢
質
賃
金
は
む
し
ろ
低
下
し
、
他
の
労
働
諾
際
件
の
悪
化
と

相
倹
っ
て
、
出
刃
働
者
問
団
日
似
の
生
活
水
準
仕
掛
パ
々
切
下
げ
も
句
れ
亡
い
っ
た
。

し
か
も
、
こ
こ
で
銘
記
し
て
置
く
べ
き
こ
と
は
、
か
か
る
賢
本
の
牧
替

り
過
程
が
佐
官
保
障
制
度
の
完
成
の
過
程
と
期
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
同
知
の
同
く
、
イ
ギ

y
ス
の
社
脅
保
障
制
度
は
一
九
回
入

年
七
月
五
日
か
ら
配
曾
隅
融
政
策
の
一
環
と
し
て
全
面
的
に
質
施
さ
れ
る

に
至
っ
た
が
、
既
に
個
々
的
に
は
、
一
九
四
五
年
一
六
月
に
「
家
旗
手
営

法
」
、
一
九
四
六
年
七
月
に
「
闘
民
保
険
八
業
務
製
筈
〉
世
」
、
同
年
八
月
に

「
圏
民
保
除
法
」
、
十
一
月
に
「
闘
民
韓
療
サ
ー
ビ
ス
法
」
が
、
最
後
に

一
九
四
入
年
五
月
に
「
同
民
扶
助
法
」
が
労
問
者
階
級
の
窮
乏
化
の
護
院

に
到
底
し
亡
夫
ぎ
次
ぎ
と
施
行
さ
れ
て
い
る
ロ

ζ

の
社
九
百
一
保
障
制
度
が
京

来
、
資
本
の
持
働
力
の
阿
国
値
牧
奪
の
問
訟
に
よ
る
一
時
的
な
抑
制
終
和
策

に
過
ぎ
ず
、
窮
乏
化
は
更
に
新
し
い
形
態
を
も
っ
て
進
行
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
で
あ
ろ
号
。

扱
て
、
一
九
四
九
年
四
月
に
は
耐
乏
予
算
の
議
官
通
過
を
見
、
静
岡
者

階
師
仙
の
悶
待
を
田
買
切
っ
て
、
吐
曾
幅
祉
政
策
。
一
環
で
あ
る
食
料
慌
怜
補

第
七
十
一
巻

第
六
競

主Z

四
一
一
六

給
金
の
削
減
が
ん
げ
わ
れ
た
結
果
、
会
料
情
格
的
一
一
高
騰
は
一
方
に
お
け
る
待

問
者
に
針
ず
る
一
品
率
の
所
得
税
の
す
え
一
向
き
と
桐
侠
っ
て
、
い
よ
い
よ
彼

等
の
生
荊
を
駅
泊
し
た
ι

耐
芝
生
活
に
判
ず
る
位
前
干
の
で
小
川
刊
じ
、
右
翼
幹

部
の
抑
制
を
し
の
ぞ
け
、
耐
乏
予
算
反
針
の
ス
ト
が
全
閣
害
地
に
ま
含
起

刑
、
還
に
七
月
十
一
日
に
非
常
事
態
宣
言
が
裂
モ
ら
れ
る
に
至
っ
た
@
と

れ
は
附
労
働
叫
竹
内
閣
の
極
消
再
建
方
式
の
閣
内
的
政
綻
を
一
一
品
す
も
の
で
あ
っ

た
が
、
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
は
針
外
的
に
も
一
円
大
々
危
機
に
昨
面
し
て
い
た

の
で
あ
る
Q

ア
メ
リ
カ
を
先
頭
と
し
て
資
本
主
義
諮
問
を
お
そ
っ
た
「
静
か
な
る
恐

怖
」
は
、
と
の
図
に
恥
出
の
不
段
、
入
起
の
理
加
、
金
準
備
の
流
出
と
い

号
針
外
収
支
の
危
機
を
も
た
ら
し
、
遂
に
、
ア
メ
ジ
カ
の
医
力
に
屈
服
し

て
一
九
四
九
年
九
月
十
八
日
に
ポ
ソ
ド
の
切
干
げ
が
断
行
宮
れ
た
。
か
〈

て
総
入
商
品
特
に
食
料
品
債
格
の
目
隠
と
、
そ
れ
に
と
も
な
に
つ
関
門
商
品

の
憤
絡
の
騰
貴
は
湾
問
音
階
級
の
生
活
水
準
を
一
暦
引
下
げ
、
グ
リ
ッ
プ

ス
蔵
相
の
琵
悶
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ー
シ
ャ
ル
計
画
に
よ
め
零
求
き
れ

た
財
政
緊
縮
は
帯
側
守
陪
山
慨
に
一
層
の
耐
乏
生
活
を
強
制
す
る
と
共
に
、

社
合
保
障
制
度
の
筏
涯
を
余
儀
な
く
せ
し
め
た

Q

一
九
五

O
年
に
入
る
や
、
ポ
/
V
の
切

τ
げ
に
よ
る
一
時
的
な
情
出
の

璃
進
と
寝
間
点
準
の
維
持
も
恐
慌
の
深
化
を
防
円
、
も
の
で
は
な
〈
、
生
産

の
上
昇
と
免
拝
仰
木
準
の
低
下
は
い
よ
い
よ
と
の
岡
の
基
本
的
矛
盾
を
尖
鋭

伯
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
年
六
月
末
に
勃
瑳
し
た
朝
間
鞍
宰
と
世
界
資
本

主
義
諮
問
の
再
軍
備
政
策
は
制
限
化
し
つ
つ
あ
る
と
の
闘
の
恐
慌
を
一
時
断



み
句
切
っ
た
が
、
戟
事
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
の
日
叩
進
は
、
賃
金
釘
付
政
策
の
も

と
で
甚
し
く
労
働
者
の
宮
質
賃
金
を
引
下
げ
、
曲
目
働
者
階
畑
山
町
市
減
と
反

抗
の
気
運
が
全
園
的
に
波
及
す
る
に
至
つ
も

以
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
料
開
再
結
の
途
が
、
資
本
主
義
の
「
社
A
M
同化」
H
U

「
一
帽
祉
関
家
」
の
美
名
に
よ
っ
て
、
賢
は
、
園
家
燭
占
賛
本
を
再
編
強
化

し
、
野
働
者
階
級
の
窮
子
化
を
増
々
深
刻
化
せ
し
め
て
い
っ
た
事
官
を
概

観
し
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
ラ
ウ
シ
ト
リ
:
の
一
九
主

O
年
の
ヨ
1
グ

市
に
お
け
る
止
害
調
査
を
中
、
む
と
し
て
、
一
層
具
体
的
に
「
一
一
踊
祉
関
家
し

の
下
に
お
け
る
野
働
者
階
級
の
伏
態
特
に
窮
乏
化
の
新
し
い
形
態
を
究
明

ー
し
ト
民
ベ
J
C

一証

ω
工
業
生
意
指
数
は
一
九
三
七
年
は
九
八
、
四
入
年
一

O
九
、
四

九
年
一
一
六
と
な
っ
て
い
ゐ
(
世
界
題
積
年
報
一
九
五
一
年
特
集
号

に
よ
る
)

間
純
利
潤
指
獣
は
一
九
四
四
年
を
一

O
Oと
し
て
四
五
年
、
一

O
O

四
六
年
、
一
一
六
、
四
七
牛
、
四
胃
、
四
八
年
は
一
豆
七
で
あ
る

〔
世
界
陸
潤
研
究
所
編
「
世
界
恐
慌
の
展
望
」
入
九
買
)

ω
四
月
、
ロ
シ
ド
シ
港
濁
ス
ト
、
五
月
中
旬
銭
道
努
働
者
ス
ト
、
六

月
中
旬
図
銭
及
ロ
ン
ド
ン
地
下
銭
道
従
業
員
ス
ト
一
時
々
〔
全
右
菩
九

O
良
)

ω
九
月
の
大
宮
で
賃
金
釘
付
反
山
引
の
動
議
が
ニ
二
万
二

0
0
0渠
の

差
で
可
決
、
つ
い
で
一

O
月
の
鰐
働
院
大
舎
に
お
レ
て
執
什
部
案
が

否
決
さ
れ
、
低
賃
金
労
働
者
の
賃
金
引
上
げ
、
物
憤
引
下
げ
、
利
潤

の
統
制
と
引
下
を
要
求
す
る
決
議
集
が
表
決
を
ま
つ
ま
で
も
な
〈
医

倒
的
賛
成
致
言
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
c

『
世
界
極
融
問
年
報
一
九
五

{
一
一
隅
祉
閤
家
」
と
イ
ギ
ヲ
ス
傍
働
者
階
叡
の
窮
乏
化

一
年
特
集
号
八
三
貰
)

一
九
五

O
作
の
ヨ
ー
ク
市
の

枇
品
問
調
率
工
り
み
た
弊
働
者
階
叡
の
欣
態

周
知
の
い
叫
〈
、
ラ
ウ
ジ
ト
リ
ー
が
一
入
九
九
年
に
ヨ
1
グ
市
の
第
一
回

の
位
台
調
査
を
行
っ
た
際
、
殺
は
科
問
中
的
に
構
成
さ
れ
た
賛
悶
線
を
決
定

し
て
、
浪
費
か
ら
で
は
な
く
収
入
の
不
足
に
よ
る
賛
悶
者
教
の
正
確
な
計

算
を
行
い
、
彼
の
相
嘗
に
苛
酷
な
賛
同
時
間
の
標
準
に
よ
っ
て
き
与
え
も
ヨ
ー

ク
市
の
労
働
者
人
U
の
四

O
何
以
上
が
貴
闘
線
以
下
で
あ
る
乙
と
を
指
摘

し
た
が
、
更
に
一
九
コ
一
六
年
、
新
し
く
決
定
さ
れ
た
査
困
問
慨
を
以
て
第
一
一

回
の
ヨ
1
グ
市
の
世
曾
調
査
を
行
レ
、
貴
凶
者
載
は
殆
ん
ど
滅
少
し
て
い

な
い
事
貨
を
閉
か
に
し
て
労
働
者
階
級
の
粍
断
的
窮
乏
化
の
深
化
を
浮
彫

に
し
て
み
せ
て
〈
れ
た
の
で
号
令
向
、
こ
斗
に
三
度
、
一
九
五

O
年
、
レ

イ
バ
ー
の
援
助
を
得
て
同
市
の
止
命
日
開
否
を
賞
施
し
、
モ
の
結
果
を
「
賛

同
と
栢
耐
同
家
」
と
い
ラ
一
冊
の
本
に
ま
と
め
、
翌
年
公
刊
し
た
。
今
問

の
調
査
は
、
前
二
回
の
調
査
が
全
労
働
者
階
級
の
者
家
庭
の
個
別
訪
問
に

も
と
づ
い
て
レ
る
一
L
針
L
、
九
軒
に
一
軒
の
標
木
を
基
礎
と
し
た
在
意
拍

山
方
式
に
よ
っ

τい
る
。
尚
一
般
に
野
働
有
の
牧
入
の
点
か
ら
い
え
ば
、

ヨ
T
グ
市
が
大
英
聞
の
都
市
の
問
で
は
中
伎
に
置
か
れ
て
い
る
ζ

と
は
前

回
の
調
査
の
と
き
と
異
っ
て
い
な
レ

U

間
賛
困
線
(
最
低
生
活
安
)
の
決
定

貧
困
柏
仰
の
決
定
と
い
ラ
最
J
h
重
要
な
問
題
に
直
に
入
ろ
君
。
一
ア
ウ
ン

第
七
十
一
程

第
六
曲
目

主

四

七



「
爾
祉
関
家
」
と
イ
ギ
リ
ス
持
働
者
階
級
の
窮
乏
化

ト
リ
ー
は
畳
悶
線
を
正
確
に
算
出
ナ
る
た
め
、
普
費
自
の
詳
細
な
情
報

(宮町
C
H
E
a
E
S
を
蒐
集
し
て
検
討
し
た
結
果
、
一
九
三
六
年
の
調
査

で
採
用
し
た
貧
困
線
が
、
今
回
の
調
査
で
も
ご
く
僅
か
な
修
正
を
除
い
て

は
、
そ
の
主
ま
安
官
す
る
と
い
う
結
論
に
達
し
、
一
九
主

O
年
に
お
け
る

五
人
家
族
町
家
賃
を
除
い
て
の
最
低
生
活
費
を
同
年
十
月
の
物
慣
己
計
算

し
て
、
総
計
五
ポ
ン

e
ト
ご
ペ
ン
ス
と
い
え
っ
金
額
を
算
出
し
た
が
、
そ
の
門

的

課
は
戎
の
如
く

eあ
る
ι

因
に
、
一
九
=
一
六
年
の
ラ
ウ
ン
ト
り
ー
の
賛
同

様
は
伎
に
土
つ
亡
「
人
間
と
し
て
必
要
な
標
準
」
(
足
ロ
目
E
H
2
2骨

E

F
ω
F
Eる
と
稽
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
容
が
極
め
て
劣
悪
な
も
の
で
あ

る
と
と
は
、
す
で
に
岸
本
数
援
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
と
ろ
で
あ
ふ

飲

食

費

二

ポ

ン

ド

七

シ

リ

ン

グ

四

ペ

ン

ス

衣

服

費

一

七

九

光

熱

費

七

七

家

事

上

の

雑

費

六

O

人

に

闘

す

る

雑

費

一

一

占

八

計

五

O

二

参
考
と
も
翠
げ
れ
ば
、
一
九
三
六
年
の
最
低
生
活
費
は
家
賃
を
の
ぞ
い

て
四
三
シ
リ
ン
グ
占
八
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
。

飲

食

費

衣

服

費

光

熱

費

家
事
と
の
雑
費

二
O
シ
り
ン
グ
六
ペ
ン
ス

入
。

四

四

六

八

第
七
十
一
翁

四

7¥ 

第
六
披

五

四

人
に
闘
す
る
雑
費

計

先
づ
飲
食
費
か
ら
検
討
し
よ
号
。

一
フ
ウ
ン
ト
リ
ー
の
い
ラ
と
と
ろ
に
よ
れ
ば
、
飲
食
物
の
纏
時
間
蕃
慣
に
は

賢
質
的
に
影
響
が
な
い
「
些
細
な
修
正
」
を
ほ
ど
こ
し
た
以
外
は
1

一
九

三
一
六
年
と
同
じ
内
容
の
飲
食
物
を
採
同
し
た
と
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
凶

に
、
一
九
三
六
年
の
飲
食
費
に
つ
い
亡
は
、
-
九
三
一
二
年
四
月
の
イ
ギ
リ

ス
欝
蜘
A

曹
の
委
員
曾
の
翻
告
に
も
と
づ
き
、
ア
ト
ウ
オ
タ
ー
の
標
準
に
よ

っ
亡
「
普
通
の
持
働
」
を
な
す
成
年
男
子
持
働
者
が
「
健
康
と
得
働
力
を

維
持
す
る
に
必
要
な
回
収
低
飲
食
費
」
を
決
定
し
、
同
時
に
ア
ト
ウ
オ
タ
1

標
準
に
よ
っ
て
各
消
費
車
位
を
ま
と
め
て
、
夫
と
妻
と
二
人
の
子
供
の
最

低
の
必
要
飲
食
費
を
算
出
し
亡
い
る
。

担
て
、
著
者
に
よ
っ
て
「
些
一
細
」
と
い
わ
れ
た
修
正
の
内
容
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

「
精
白
し
な
い
小
婆
粉
の
代
り
に
精
白
小
凄
粉
を
代
置
し
か
が
、
精

白
小
袈
粉
は
相
首
に
カ
ロ
ジ
ー
の
減
慣
が
見
込
れ
ね
ば
な
巳
ぬ
の
で
、

精
白
し
な
い
小
姿
軒
の
一
六
・
五
ポ
ソ
ド
の
含
む
カ
ロ

P
I
P
-
と
る
た

め
に
は
精
白
小
官
官
粉
の
二
三
・
立
ポ

γγ
が
必
要
で
あ
り
、
と
の
量
を

わ
れ
わ
れ
は
飲
食
の
中
に
加
え
た
。
マ
一
新
鮮
な
ξ

九
ク
は
煉
乳
に
く
ら

べ
、
相
嘗
に
カ
ロ
リ
ー
が
減
便
さ
れ
る
の
で
、
院
筑
煉
乳
の
一
二
砲
の

代
り
に
新
鮮
な
ミ
ル
グ
の
一
四
躍
を
代
置
し
九
。
」

こ
れ
は
飲
食
物
の
質
的
向
上
を
示
す
が
、
現
代
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
生
活

様
式
か
ら
す
れ
ば
常
然
の
ζ

と
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
一
九
三
六
年
の
飲

しブ
四
三

六 O



食
費
の
内
容
が
い
か
に
み
じ
め
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
。
問
題
は
衣
に
あ
る
。

「
砂
糖
は
一
入
オ
ン
ス
飲
食
物
が
加
え
た
。
そ
の
一
部
は
煉
筑
の
中

に
吉
ま
れ
て
い
た
も
の
を
補
完
L
、
且
つ
砂
糖
の
綿
量
を
完
全
に
剖
常

量
ま
で
引
上
げ
る
た
め
で
あ
る
。
同
じ
盟
由
で
ベ
ー
コ
ン
は
一
-
五
ポ

ン
ド
に
切
下
げ
、
チ
ー
ズ
は
一
九
三
六
年
に
許
さ
れ
た
一
ポ
ン
ド
は
現

在
の
割
営
量
を
起
過
し
て
い
る
の
で
.
一
ポ
ン
ド
か
ら
一

0
オ
ン
ス
に
、

食
料
泊
は
ニ

0
オ
ン
ス
か
ら
一

0
オ
ン
ス
に
切
片
げ
、
と
れ
を
補
充
す

る
た
め
、
一
ポ
ン
ド
の
マ
ー
ガ
リ
ン
を
加
え
た
。
」

と
か
は
明
ら
か
に
飲
食
費
の
内
容
の
質
的
低
下
を
意
暁
十
る
。
「
耐
乏

生
活
」
強
制
に
よ
る
配
給
剖
宮
量
の
切
下
げ
に
最
低
必
要
飲
食
費
を
照
底

せ
し
め
、
人
聞
の
柴
養
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
切
な
動
物
性
蛋
白
質
量
を

切
下
げ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
句
カ
ロ
リ
ー
は
柴
養
の
量
を
、

蛋
白
質
特
に
動
物
性
蛋
白
質
は
築
養
の
質
を
表
わ
し
、
停
偶
者
に
と
っ
て

は
一
定
の
熱
宣
伝
共
に
一
定
比
曜
の
動
物
性
蛋
由
貿
が
組
関
必
要
で
あ
る

こ
と
は
近
代
の
静
岡
科
単
と
柴
養
撃
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
カ
ロ
リ

ー
だ
け
が
問
題
な
ら
ば
、
野
働
者
は
砂
糖
と
マ
ー
ガ
リ
ン
を
な
め
て
お
れ

ば
よ
い
@
し
か
し
そ
れ
で
は
彼
等
は
健
康
に
生
き
て
ゆ
〈
こ
と
が
出
来

向
。
何
故
な
ら
、
砂
糖
や
マ
ー
ガ
リ
ン
に
は
動
物
性
蛋
白
質
が
依
け

τい

る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
わ
れ
わ
れ
は
動
物
性
食
物
を
食
ペ
る
こ
と
が
へ

問
の
頭
慣
を
瑳
展
さ
せ
、
猿
か
ら
人
間
へ
の
進
化
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ

た
と
と
を
知
っ
て
い
る
ω

こ
の
こ
と
を
近
代
生
産
技
術
の
議
畏
が
、
よ
り

高
い
労
働
者
の
智
識
水
準
を
要
求
し
、
務
倒
の
強
化
が
も
た
ら
す
肉
体
的

「
爾
枇
闘
家
」
と
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
紐
の
窮
乏
化

(
煩
他
的
)
消
話
が
、
上
向
品
質
の
高
い
飲
食
物
を
必
要
な
ら
し
め
る
と
と

と
思
い
合
す
な
ら
ば
、
動
物
性
蛋
白
質
の
「
晶
一
細
」
な
減
量
も
決
L
亡
「
些

細
な
ら
ざ
る
」
問
題
《
に
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
動
物
性
蛋

白
壁
は
、
脂
肪
の
み
な
ら
ず
グ
イ
タ
ミ
ン
や
カ
ル
シ
ユ

1
ム
そ
の
他
の
問

題
を
解
決
す
る
。
従
っ
て
持
働
者
が
健
康
な
肉
体
と
精
-
開
を
維
持
す
る
た

め
に
は
蛋
白
質
中
の
主

O
%は
動
物
性
蛋
白
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い

わ
れ
て
い
る
が
、
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
の
飲
食
費
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
動
物

性
指
白
質
置
の
総
蛋
白
質
量
に
占
め
る
割
合
は
約
四

O
%で
あ
る
。
門
玄
人

宗
族
の
一
掴
聞
の
食
事
の
開
設
伎
に
国
れ
て
.
盈
白
歯
は
一
六
、
三
0
グ
ラ
ム
、
動
物
性
優
白

質
量
広
一
、

O
九
二
・
二
グ
ラ
ム
で
あ
る
〉

担
て
、
一
九
一
ニ
六
年
と
一
九
五

O
年
の
飲
食
物
の
襲
化
が
ヵ
P

リ
1
毅

と
話
由
貿
量
に
興
え
た
結
果
を
表
芭
一
目
せ
ば
共
の
如
く
で
あ
る
。
国

(
五
人
家
族
一
泡
岡
の
も
の
U
o

次
表
を
説
閉
し

τラ
ワ
ン
ト
リ
ー
は
「
飲
食
物
の
ヨ
ロ
リ
ー
の
縮
政

は
約
入
。
、

0
0
0・
蛋
白
質
は
二
、
四

0
0グ
ラ
ム
以
l
L
で
明
る
か
ら
、

飲
食
物
に
加
服
さ
れ
た
修
正
の
結
果
位
大
し
た
も
の
で
な
い
」
と
結
論
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
閉
か
に
不
宮

eあ
る
。
重
要
な
ζ
と
は
、
車
に
カ
ロ

リ
ー
や
蛋
白
質
の
教
室
E
は
な
く
、
い
か
な
る
食
物
に
よ
っ
て
カ
ロ
ト
と

蛋
白
質
特
に
動
物
性
蛋
白
質
が
腐
服
さ
れ
て
い
る
か
と
い
づ
質
的
な
問
題

で
あ
る
。
情
と
の
表
は
蛋
白
質
の
減
量
が
僅
か
に
一
六
・
四
グ
ラ
ム
で
あ

る
こ
と
を
一
式

L
亡
い
る
が
、
一
九
ニ
一
ヘ
年
か
ら
の
控
除
分
七
九
・
四
グ
ラ

ム
は
一
方
的
に
大
人
の
犠
牲
の
上
に
か
か
っ
亡
い
る
ζ

と
を
明
か
に
し
て

第
七
十
一
巻

王
五

四

九

第
六
競



「
福
祉
園
家
」
と
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
窮
芝
化
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い
る
。か

く
て
、
飲
食
貨
の
内
容
同
一
九
三
六
年
に
比

L
質
的
に
低
下
し
て
い

る
の
み
な
ら
ず
、
一
九
三
六
年
以
来
の
生
産
技
術
の
時
間
展
と
労
働
の
強
化

更
に
労
働
者
階
級
の
此
曾
的
隆
史
的
生
活
水
準
の
増
大
を
考
慮
に
入
れ
る

な
ら
ば
、
聞
か
に
紹
針
的
に
低
下
し
て
い
る
と
断
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。

弐
に
主
服
費
に
つ
い
て
c

一
九
三
六
年
の
場
合
と
同
醸
の
調
査
方
法
に
よ
っ
て
成
年
男
子
、
成
年

ム
子
以
び
子
供
時
最
伝
必
型
崩
を
算
出
し
て
い
る
。

成
年
男
子
の
場
合
は
一
一
一
一
一
、
成
年
女
子
と
子
供
町
一
場
合
は
ご
九
の
週

第
七
十
一
巻

町
三

O

第
六
既

五
六

六
ポ
ン
ド
以
下
の
仙
収
入
の
家
庭
を
直
接
訪
問
し
て
得
た
、
補
修
賓
と
靴

の
修
繕
費
を
含
む
衣
服
消
費
の
情
報
に
も
と
づ
き
、
各
々
の
最
低
必
援

額
と
弐
の
如
き
方
法
で
決
定
し
た
Q

即
ち
、
成
年
女
子
、
子
供
及
成
年

男
子
の
衣
服
の
消
置
の
聞
に
は
告
示
庭
に
お
レ
て
相
首
に
大
き
な
斗
忠
良

が
あ
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
に
情
報
を
提
供
し
た
全
家
庭
の
平
出
消
費
ド

も
と
づ
し
て
貴
闘
線
と
決
定
す
る
と
と
は
明
か
に
訣
り
で
あ
り
、
理
論

的
に
余
り
に
も
高
い
と
い
う
非
難
を
受
け
得
な
い
よ
ラ
な
貧
閣
線
の
決

定
に
努
力
し
、
そ
れ
を
、
最
低
の
夜
服
費
を
消
費
と
し
て
い
る
一
一
一
人
の

成
年
女
子
(
子
供
、
成
年
男
子
)
の
平
均
を
と
っ
亡
、
成
年
女
子
は
週

シ
D
ン
グ
二
へ
ン
ス
、
成
年
男
丁
は
ム
ハ
シ
ル
一
ベ
ン
ス
、
子
供
は
五
シ

ル
六
ペ
ン
ス
の
最
低
衣
服
貨
を
決
定
L
た。

と
れ
は
余
り
に
低
い
最
低
衣
服
費
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

イ
ギ
り
ス
の
労
働
者
階
級
も
載
事
巾
の
消
費
親
圧
に
よ
っ
て
品
一
質
の
低
い

代
用
品
門
ス
ア
や
人
絹
き
の
陪
入
し
か
許
宗
れ
ず
、
更
に
空
襲
に
よ
る
焼
失

や
竹
の
子
生
活
が
彼
等
の
技
生
活
を
極
め
て
惨
め
な
も
の
に
し
て
来
た
こ

と
は
想
像
に
雑
く
な
い
。
従
っ
て
、
戟
後
の
労
働
者
の
衣
服
に
針
す
る
慾

求
は
、
長
年
墜
え
つ
け
ら
れ
ζ

来
た
だ
け
に
極
め
て
地
し
く
、
乏
し
い
飲

食
費
を
け
づ
っ
て
も
痛
さ
う
と
す
る
、
身
を
切
ゐ
よ
う
な
切
買
な
慾
求
と

な
っ
て
現
わ
れ
た
。
と
の
と
と
が
勢
働
者
の
家
民
間
に
表
服
費
の
甚
し
い

器
具
を
生
ぜ
し
め
た
最
も
大
き
な
原
因
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
が

「
茨
張
費
の
差
具
、
か
一
九
三
六
年
に
比
し
て
一
九
五

O
年
に
か
く
も
大
き

く
な
っ
た
原
因
は
、
疑
レ
J

も
む
く
、
時
働
者
の
誌
庭
が
増
大
し
た
繁
慌
を

事
受
し
て
お
り
、
肉
体
的
な
生
活
必
要
品
の
購
入
に
支
掛
っ
た
後
に
も
吾



自
の
好
み
に
際
じ
て
支
出
出
来
る
充
分
な
貨
幣
骨
所
持
し
て
い
る
か
ら
で

あ
ふ
」
と
宥
倣
す
の
は
、
労
刷
用
者
の
生
活
震
態
テ
無
閉
し
た
謬
見
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
〈
て
、
=
ア
ウ
シ
ト
H

1
の
最
低
次
服
賀
は
縛
働
者
の
生
活
賢
感
を
ふ

み
に
じ
っ
て
、
最
低
の
飲
食
費
の
犠
牲
を
前
提
〉
し
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
一
九
三
六
年
の
そ
れ
に
比
し
て
さ
え
、
職
後
の
衣
料
情
格
の
金

融闘を
4
4
慮
に
入
れ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
栢
判
的
に
侭
下
し
て
い
令
と
且
わ
れ

る。
同
じ
こ
と
が
光
熱
貨
と
家
庭
雑
貨
に
つ
い
℃
も
い
わ
れ
る
が
、
岡
山
耳
目

に
つ
い
て
は
著
者
の
詳
し
い
報
色
が
な
い
の
で
、
と
れ
は
省
略
し
土
ぅ
。

最
後
に
、
人
巳
闘
す
る
雑
費
に
つ
い
て
。

一
九
五

O
年
の
人
に
闘
す
る
雑
賀
日
吐
脅
文
化
費
を
一
九
三
六
年
の
そ

日

れ
と
比
較
し
て
、
哀
を
作
れ
ば
下
掲
の
ご
と
く
E
あ
る
。

ラ
ウ
ン
ト
P
I
は
と
の
哀
を
説
明
し
て
、
「
失
業
、
健
康
保
険
の
支

挑
い
は
強
制
嬢
出
制

rな
っ
た
の
で
、
所
得
税
と
共
に
勢
働
者
の
枚
入

を
一
目
ず
政
宇
と
し
て
の
賃
金
か
ら
除
外
し
、
人
に
闘
す
る
雑
費
の
費
目

下
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。
叉
健
康
保
険
計
画
下
の
法
的
年
金
は
以
前
ょ

の
本
増
加
し
た
が
、
依
然
、
就
業
勢
働
者
の
普
通
の
耽
入
以
下

r大
き

く
下
回
つ

τい
る
の
で
、
病
疾
グ
ラ
ブ
へ
の
様
出
金
の
必
要
を
認
め
、

更
に
埋
葬
グ
一
フ
プ
へ
の
抜
出
金
も
、
今
日
葬
儀
は
非
常
に
企
の
か
t

ふる

出
叶
州
事
で
あ
り
、
得
働
者
は
彼
等
の
死
体
が
柑
騒
な
寧
磁
を
以
て
国
葬

さ
れ
得
る
よ
ラ
に
と
、
大
き
む
犠
牲
を
排
っ
て
い
る
と
い
γ

ラ
盟
由
で
、

こ
れ
も
認
め
、
一
九
二
一
六
年
と
同
額
の
疾
病
埋
葬
グ
一
フ
プ
接
出
会
の
一

「
福
祉
図
家
」
と
イ
ギ
リ
ス
鰐
働
者
陪
級
の
窮
芝
化

一
九
五

O
年

y
p
ペ
ン
ス

決
業
及
び
健
康
保
険
提

疾
病
及
埋
葬
グ
ラ
プ
へ
の
嬢
出
金

労
働
組
合
費

仕
事
場
へ
の
交
通
費

切
手
、
便
讃
等
掠
庭
に
と
っ
て

必
要
な
も
の
」

民主 ^OO九 O

休其ラ日
目民的平刊

会内オ語
物ピ

等ル

R骨
物

一戸t

フL

O 

計

シ
リ
ン
グ
を
含
め
た
。
鍔
働
組
合
費
は
六
ペ
ン
ス
か
巧
九
ベ
ン
λ

に
目

上
げ
ら
れ
、
鳴
場
へ
の
交
通
費
は
そ
の
ま
ふ
に
す
え
置
き
、
切
手
、
使

議
昨
日
費
用
は
三
倍
に
し
、
日
曜
新
聞
の
こ
と

γ
ス
を
考
慮
し
に
日
刊

新
聞
費
は
一
ペ
ン
ス
加
え
、
問
販
後
に
つ
誌
の
他
」
川
項
目
の
費
用
を
二

倍
に
し
て
総
計
一
一
シ
ル
六
ベ
ン
ス
を
某
出
し
た
一
一
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
に
も
祉
曾
文
化
賓
の
買
質
的
切
下
げ
を
見
る
と
と
が
出
来
る
。
公

式
の
統
計

rよ
っ
て
き
犬
、
物
慌
陪
監
の
援
助
は
一
九
三
一
七
年
の
一

0
0

か
ら
一
九
五

O
年一

O
月
(
ヲ
h
y

シ
ト
リ
ー
の
調
査
の
行
わ
れ
た
月
)
の
二
五
七
に

り

高
隠
し
て
い
。
一
事
を
以
亡
し
て
色
、
こ
れ
は
明
か
で
あ
ろ
ラ
。
乙
の
点

目
著
者
も
認
め
て
、
「
其
の
他
」
の
項
目
日
二
倍
に
引
上
げ
た
が
、
と
の

額
で
さ
え
一
九
三
六
年
に
一
二
シ
ル
四
へ
ン
ス
で
購
入
し
得
る
と
同
じ
だ
け

第
七
十
一
巻

四

第
六
掠

ヱ工
七



「
一
一
隅
祉
関
家
」
と
イ
ギ
U
J

ス
労
働
者
階
級
の
窮
乏
化

の
も
の
を
手
に
入
れ
る
と
と
は
出
滑
な

J

げ
と
い
っ
て
い
る
程
で
あ
る
。
叉

仕
事
場
へ
の
交
通
費
に
し
て
も
、
そ
れ
を
一
九
一
三
八
年
の
ま
ま
に
据
え
置

く
こ
と
は
聞
か
に
不
営
で
あ
り
、
害
者
も
報
告
し
て
い
る
よ
ラ
仁
、
ヨ
ー

グ
市
の
住
宅
難
(
同
民
、
臨
智
正
〉
の
問
闘
を
想
記
す
れ
ば
、
運
賃
そ
の
も
の
が

k
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
よ
め
喜
〈
の
交
通
費
の
か
か
る
こ
と
は
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
、
人

r闘
す
る
雑
費
は
他
の
費
自
の
引
上
事

よ
h

り
甚
し
く
低
〈
、
飲
食
費
の
約
一
一
三
O
%
、
衣
服
費
の
約
三
四
O
%
、

光
熱
置
の
約
一
入
O
問
、
家
庭
雑
費
の
約
三
六
O
%
増
に
針
し
、
僅
か
に

約
一
一
一
O
%
の
引
上
げ
に
過
ぎ
ず
、
失
業
、
健
康
保
険
費
を
差
引
い
て
も

約
一
宜
O
%
の
増
加
に
す
ぎ
な
い
。
聞
か
に
算
問
者
階
級
の
吐
曾
文
化
費

を
軽
覗
し
亡
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
ロ
筒
、
一
九
=
一
六
年
以
後
の
吐

曾
文
化
的
慾
求
の
著
し
い
増
進
を
思
い
合
せ
ば
、
-
九
三
六
年
の
そ
れ
よ

句
も
紹
針
的
に
低
下
し
て
い
る
と
断
言
し
得
る
。
と
の
点
を
-
暦
明
確
に

す
る
た
め
、
現
在
イ
ギ
リ
ス
園
民
が
熔
草
、
臨
時
、
酒
、
映
画
等
に
、
い

か
に
多
く
を
支
出
し
て
い
る
か
を
具
体
的
に
し
、
そ
の
生
間
楼
式
を
明
か

に
す
れ
ば
、
労
働
者
が
僅
か
な
気
俸
を
摘
す
た
め
に
絹
針
酌
必
要
品

E
A
Y

ら
け
づ
ら
ざ
ら
を
得
な
い
こ
と
が
、
車
な
る
憶
測
で
な
く
、
最
然
た
る
事

賞
で
あ
る
と
と
を
知
る
で
あ
ろ
ラ
。

一
九
回
入
年
、
大
実
帝
同
の
タ
バ
コ
の
線
南
費
量
は
一
二
、
四

0
0

万
ポ
ン
ド
で
、

ζ
れ
は
一
九
=
一
七
年
の
一
七
%
増
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
と
ウ
エ
ル
ス
の
タ
バ
コ
の
欄
支
出
額
は
七
七
、
二
O
O
方
ポ
ン

y

で
と
れ
ば
利
光
熱
へ
の
支
出
の
ご
倍
以
上
、
同
あ
ら
ゆ
る
種
類
的
娯
柴

第
七
十
一
巻

第
六
掠

五
入

四

へ
の
憾
支
出
の
四
倍
以
上
、
判
吹
服
に
一
ポ
ン

V
支
出
ず
る
毎
に
タ
パ

叩

コ
に
一
七
シ
ル
」
八
ペ
ン
ス
支
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
L

一
六
才
以

上
の
男
子
の
入
一
%
と
女
子
の
四
二
財
は
幌
煙
者
で
あ
る
c

一
九
四
八

年
の
調
食
で
は
二
六
才
以
上
の
人
口
は
三
、
六
O
O
万
で
、
タ
バ
コ
の

閥
消
費
置
は
上
記
の
よ
二
、
四
O
O
万
ポ
ン
ド
で
あ
る
か
ら
、
喫
何
者

町
平
均
間
費
量
は
一
年
に
一
O
ポ
ン
?
、
一
日
約
半
オ
ン
ス
に
な
旬
、

こ
れ
は
巻
熔
草
に
し

τ
一
一
一
乃
至
一
三
本
に
あ
た
る
。

L
か
も
わ

れ
/
¥
の
調
賓
が
一
目
す
事
買
は
、
犬
部
分
の
男
子
幌
煙
者
は
質
汚
と
と

が
出
来
れ
ば
一
日
平
均
二
O
本
は
喫
い
た
い
と
和
語
し
て
い
る
c

努

問
者
の
例
を
一
つ
一

T2d
ぅ
。
凋
四
ポ
ン

γ
一
四
シ
リ
ン
ク
の
収
入
の
農

業
労
働
者
、
伎
は
一
月
主
O
本
欲
し
い
が
、
二
O
本
一
二
O
木
で
我
慢

し
て
い
令
。
伎
の
阿
草
伏
は
一
週
一
一
王
シ
ル
か
か
る
。
被
円
妻
付

子
供
の
衣
服
喪
を
稼
戸
¥
た
め
に
洗
隅
問
屋
で
闘
い
て
い
る
c

煙
草
を
日
に
二

0
1三
O
本
喫
え
ば
週
二
五
シ
ル
ト
か
る
の
で
あ
る

か
ら
、
叶
労
働
者
が
イ
ギ
リ
ス
図
民
の
平
均
消
費
量
の
一
一
一

l
一一一
7
本
を

喫
4
と
す
れ
ば
、
最
低
生
活
賓
の
中
の
人
に
闘
す
る
雑
費
の
一
一
シ
ル

六
ペ
ン
ス
は
タ
バ
コ
の
煙
と
と
も
に
消
え
亡
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
@
こ

れ
E
は
努
働
者
の
家
族
の
中
で
一
人
で
も
喫
煙
者
が
居
れ
ば
、
そ
の
家

族
の
最
低
生
活
は
何
く
ら
保
障
さ
れ
な
い
と
い
バ
つ
こ
と
に
な
る
。
何
ん

と
良
心
的
な
祉
曾
女
化
費
で
あ
ろ
う
H

弐
に
賭
博
に
つ
い
て
。

代
表
的
な
も
の
と
し
亡
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
賭
時
を
あ
げ
れ
ば
、
一
九

四
入
年
り
九
、
八
三
旬
、

0
0
0人
と
一
九
四
九
年
の
一
一
二
一
五
O
、

0

0
0人
の
ト
バ
グ
関
係
者
の
毎
年
の
賭
け
金
は
週
書
り
こ
シ
ル
二
ペ
ン

ス
で
あ
る
G

共
表
は
一
九
四
九
年
の
第
一
、
四
主
制
の
プ
ッ
ト
ボ
1
凡
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と
の
衷
は
他
の
い
か
な
る
階
級
よ
り
も
努
働
者
階
級
の
賭
け
を
す
る
者

の
比
串
の
窃
ず
い
と
と
を
一
訴
す
と
其
に
、
そ
れ
だ
け
、
賭
け
遊
び
悶
勢
働

者
の
生
活
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
と

を
一
川
す
。

其
他
、
酒
、
映
画
等
に
つ
い
て
も
同
様
の
と
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、

と
斗
で
は
割
愛
し
よ
う
。

以
上
、
一
九
豆

O
年
り
調
査
に
採
用
さ
れ
た
フ
ワ
ン
ト
り
ー
の
最
恒
生

活
費
の
内
容
を
、
一
九
士
一
六
平
の
そ
れ
土
比
較
し
て
検
討
し
た
が
、
こ

こ
で
悶
般
に
な
っ
た
ζ

と
は
、
最
低
生
活
費
そ
の
も
の
が
紹
判
的
に
切
下

げ
ら
れ

τ
い
る
と
レ
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
よ
年
町
四
三
シ
ル
六
ペ
ン

ス
か
ら
一
九
五

O
年
の
一

O
O
シ
ル
一
一
へ
ン
ス
へ
の
上
昇

4
〔一一一一百%増
Y

物
債
の
騰
貴
2
一
五
七
%
〉
に
す
ら
追
付
い
て
い
な
い
。
か
〈
て
、

ラ
ウ
ン
ト

「
帽
祉
関
家
」
と
イ
ギ
り
ス
四
百
働
背
階
級
の
窮
乏
化

ロ
ー
は
一
九
三
六
年
の
最
低
生
活
費
の
決
定
に
諮
り
、
一
入
九
九
年
の
最

低
生
活
費
け
い
「
生
活
と
い
う
よ
り
車
な
る
生
存
の
た
め
の
水
準
」
と
い
ラ

ー
ー
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
飢
餓
的
水
慢
で
あ
っ
た
と
い
ラ
理
由
で
之
を
放

!時
l
一
棄
し
、
「
人
間
と
し
て
の
必
要
な
標
準
」
と
名
付
け
た
新
し
い

聞
け
金
一
最
低
生
活
費

τ決
定
ザ
賛
岡
崎
怖
の
決
定
に
お
い
て
一
醸
の
前

一
三
ブ
ヌ
一
進
を
示
し
た
。
従
っ
て
、
一
九
五

O
年
の
賛
困
線
的
問
定
に
宮

ニ
入
一
つ
て
は
、
宮
然
、
一
九
三
六
年
以
来
の
社
書
的
生
活
水
準
の
晴

ニ
四
一
進
と
特
に
戟
守
中
の
生
活
敵
壊
と
戦
伎
の
解
放
さ
れ
か
替
働
者

=
一
一
円
生
活
慾
京
の
高
ま
り
を
考
置
し
た
、
現
買
に
安
常
な
貧
困
線

二
一
孟
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
貴
闘
線
の
絶
釘

l
l
l
h
的
切
下
げ
テ
行
っ
て
い
る
と
い
う
ζ
と
は
、
一
体
何
を
意
味
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ラ
ワ
ン
ト
り
ー
が
戟
後
、
岡
家
間
占
賀
本
再

編
強
化
に
よ
る
持
働
者
陪
鼠
の
窮
乏
化
の
深
化
の
事
買
を
欺
摘
し
、
間
家

の
耐
乏
政
策
に
照
降
す
ベ
く
、
よ
り
低
い
賛
悶
線
を
積
極
的
に
快
足
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
九
五

O
年
の
調
査
の

目
的
が
「
幅
祉
関
家
」
に
鴎
極
的
意
義
を
典
史
ょ
う
と
す
る
点

rあ
る
ζ

と
か
ら
し
亡
も
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
賛
咽
棋
の
決
定
的
問
題
と

必
要
以
上
に
詳
し
く
論
述
し
た
の
も
、
ま
さ
に
、
と
の
点
を
指
摘
し
た
か

っ
た
た
め
に
外
な
ら
な
い
。

置
問
者
数
と
賛
周
の
原
因

酌

以
上
の
如
く
し
丈
決
定
さ
れ
た
貧
困
線
を
以
て
、
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
は
食

第
七
十
}
巻

四

第
六
蹴

主
九



コ
一
隅
祉
関
家
」
と
イ
ギ
リ
ス
鰐
働
者
階
級
の
窮
乏
化

周
知
開
仁
も
満
た
な
い
枚
入
で
生
活
し
て
い
る
湾
問
者
数
及
び
家
族
駿
を
算

出
し
た
Q

こ
の
場
A

口
、
家
族
の
牧
入
に
つ
レ
て
は
、
父
母
の
牧
入
以
外
に

失
の
如
き
多
〈
の
項
目
を
翠
げ
て
い
る
叩

聞
き
に
出
て
い
る
子
供
と
下
宿
の
支
拙
う
食
費
と
部
屋
代
。

退
峨
年
金
、
寡
婦
年
金
、
産
業
年
金
、
戦
害
年
金
、
家
臨
手
首
金
、

老
令
者
に
臨
到
す
る
叉
必
要
な
場
合
に
補
助
年
金
と
し
て
扶
助
委
員
曾
b

4
支
給
さ
れ
る
下
附
金
、
失
業
或
は
疾
病
の
場
合
に
闘
民
保
険
基
金
か

ち
の
支
給
金
。

問
分
地
官
口
。
H
E
E
C
で
作
っ
た
野
菜
の
純
恒
信
叩

間
学
校
で
の
無
料
ミ
刀
グ
と
給
食
の
償
値
吋

就
労
年
令
以
下
の
幼
完
へ
の
割
引
ミ
ル
グ
の
憤
値
ω

次
に
、
と
の
よ
f
J
E
L
τ
得
ら
れ
た
家
族
的
全
股
入
か
ら
家
賃
と
税
金

を
控
除
し
、
残
余
の
枚
入
を
嘗
該
家
践
の
貧
困
線
と
比
較
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
先
に
決
定
さ
れ
た
貴
悶
線
五
ポ
ン
ド
一
一
ベ
ン
ス
は
夫
婦
と
子

供
三
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
家
旗
り
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
具
っ
た
構
成

の
家
族
の
家
院
に
隈
ず
る
賛
悶
線
を
設
定
し
、
決
の
如
〈
算
出
し
た
問
。

臨IAAAtffi警fみ

dさ
五四三三三一一ン 被

ド
〉〆

。六一七四一六ンリ 傭
グ
へ

二四一二七一
- y 

者
3ミ

ぜさ

四四三三二一一ン 失
ド
シ

九五O六四三七グシ D業

- -と

=四一三一二ーン 者
ス

第
七
十
一
程

f"J 

四

第
六
掠

O 

ね
上
の
基
準
に
よ
り
枚
入
別
に
持
働
者
を
五
つ
の
ク
ラ
ス
に
引
け
て
い

mm 

る
。
筒
、
と
の
際
、
家
事
使
用
人
と
関
民
間
間
療
サ
ー
ビ
ス
法
式
は
閑
民

扶
助
法
に
よ
っ
て
、
病
院
そ
の
他
町
一
場
所
で
保
護
を
受
け
て
い
る
者
は
除

外
さ
れ
て
い
る
。

A
ク
ラ
ス

B
 

n
しD

 
E
 

か
く
て
、

七
七
シ
り
ン
グ
以
下

J
}
夫
婦
と
子
供
三
人
或

七

七

シ

♂

ωγ
シ
グ
以
下
一
高
い
紘
一
一
嶋
監

一
均
一
日
目
一
生
一
一
口
州
立
の
モ
れ
に
相
蝕
し
た

一
般
入

一
四
六
シ
ル
と
そ
れ
以
上
、

一
九
五

O
年
に
お
は
り
る
所
得
別
静
働
者
践
を
一
九
一
一
一
六
年
の

前

そ
れ
と
比
較
し
て
表
を
作
れ
ば
次
頁
第
1
表
の
如

L
G

更
に
、
著
者
は
個
々
人
に
惹
い
て
で
な
く
、
家
族
に
基
レ
て
分
額
す
れ

ば
、
告
グ
ラ
ス
へ
の
労
働
者
階
鼠
人
口
の
配
分
は
可
成
h

り
異
る
結
果
に
な

り
、
「
モ
の
稼
ぎ
の
一
部
の
み
を
家
肢
の
牧
入
に
つ
ぎ
込
ん
で
い
る
。
働

い
亡
し
る
息
子
や
娘
の
場
合
め
よ
う
に
、
個
々
の
家
族
の
構
成
員
は
貧
困

で
な
く
と
も
、
家
族
は
貧
困
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
島
わ
ラ
る
が
、
個
々

人
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
場
合
、
と
の
よ

P

つ
な
家
肢
の
構
成
員
は
ポ
可

避
的
に
且
つ
不
首
に
貧
困
者
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
叉
、
家
族
基
準
に
よ

る
統
計
は
、
濁
り
で
生
活
し
、
登
用
者
自
大
部
分
を
形
成
す
る
老
令
者
の

境
温
に
道
官
に
配
慮
を
貝
え
H
V
」
か
ら
、
家
族
基
準
に
よ
る
医
分
の
方
が

あ
る
程
度
事
替
を
よ
り
正
践
に
一
目
す
も
の
と
し
て
、
次
の
如
き
(
第
2
表
)

お

を
作
っ
て
い
る
。



士
事ヨ己

19 50 193 6 

グラス
人 政 I労μ働百に者分占階比め級る人 I~ドE占酉人分め口比るに 人 強 I労口勤百に者分占暗比め叡る人I楓百占人分め口比るに

A 234 0.37 0.23 7.837 14.2 8.1 

B 1.512 2.40 1. 43 9.348 16.9 9.6 

C 12.096 19.23 11.48 10.433 18.9 10.8 

工3 1~.4:L日 19. '16 11.9町 7.684 13.9 8.0 

E 36.589 58.24 34.98 19.904 36.1 20.5 

F 41. 744 39.98 41. 774 43.0 

104.600 100.00 100.00 196.980 100.0 100.0 

1 表

F クラスは、家事使用人、闘民醤療サーピス法主主十玄関民扶助法

によもって病院その他の場所で保護を受けている人を含む苦手間者

以外の人ロを示す。

註

「
爾
祉
関
家
」
と
イ
ギ
リ
ス
得
働
者
階
級
の
鶏
乏
化

第 2 表

因 A l B |AとB グラス|家族数|百分陥

クラスクラスグ Aラ口J同スitの百分比

A 81 I 0.41 

'* ;時 36 114 '80 21.3 
B 765 4.23 

若 ムーロ 36 540 576 68.1 
C 3.510 19.40 

主者なの賃死金亡穣得 9 45 54 日3
D 3.141 17.38 

多子家族 27 27 3.2 
E 10.602 58.58 

低 賃 金一一 9 9 1.1 

トナr 号昨日ふ掛南ず"

第
七
十
二
宮

第
六
時
明

四

五

か
く
し
て
、
ョ

1
グ
市
の
人

は
約
入
、

0
0
0人
晴
加
し

い
る
に
拘
ら
ず
、
一
九
三
六

と
一
九
五

O
年
き
は
貴
困
者

は
一
一
二
・
一
%
か
ら
一
了
七

ど
と
著
L
〈
低
下
し
、
賛
困

院
は
僅
か
に
八
四
六
に
置
き

い
と
い
う
こ
と
が
一
市
き
れ

V

引
に
、
ラ
ウ
ン
ト
リ
は

貴
咽
家
肢
の
境
遇
を
調
査

し
、
貧
困
の
原
因
を
調
査

し
、
八
四
六
家
族
を
賛
国

の
原
因
別
に
匝
分

L
た
喪

お

を

摘

げ

、

こ

わ

を

読

問
し
ζ
+
引
の
如
く
い
っ
て

い
る
。
「
上
司
の
表
が
一
万

ナ
賠
く
べ
き
事
震
は
、
疾

病
に
よ
る
貧
困
に
分
領
さ

れ
る
多
〈
の
家
伎
の
中
に

は
、
そ
の
主
要
な
賃
金
稼

得
者
が
病
気
の
た
め
に
永



「
繭
枇
国
家
し
と
イ
ギ
リ
ス
持
働
者
陪
扱
の
窮
乏
化

久
に
聞
く
こ
と
が
出
来
ぬ
吠
態
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
一
方
、

働
き
ラ
る
肉
体
を
持
つ
賃
金
穣
得
者
の
失
業
に
よ
る
賛
四
家
族
が
一
つ
も

な
い
と
い
う
と
と
で
あ
る
」
拘
と
@
更
に
一
、
九
二
六
年
と
一
九
五

O
年

に
台
叶
る
貧
困
の
原
因
に
よ
る
労
働
者
家
族
毅
を
比
較
ず
れ
ほ
左
の
表
の

如
L

叩
著
者
の
調
査
は
か
そ
し
て
そ
の
目
的
手
一
果
し
得
た
。
却
ち
、
完
全
雇
用

政
策
と
批
曾
保
障
制
度
を
根
幹
と
す
る
諸
々
の
世
雷
雨
祉
方
靖
は
持
働
者

階
紐
の
窮
乏
化
を
阻
止
し
、
停
働
者
の
ー
一
平
一
一
帽
を
増
進
し
得
た
と
Q

著
者
は

誇
ら
し
げ
に
い
う
。

「
賛
悶
者
の
労
働
者

階
般
人
口
に
占
め
る

比
事
は
一
九
三
六
年

と
一
九
五

O
年
で
は

三
一
・
一
%
か
ら
二

・
七
七
%
に
著
し
く

波
少
し
、
賛
同
者
慰

も
一
七
、
一
入
孟
人

か
ら
一
、
七
四
六
人

に
減
っ
た
。
更
に
賞

用
の
原
因
か
ら
失
業

と
不
常
な
低
賃
金
が

消
滅
し
た
。
と
れ
は

貧困の原因

主な賃金稼得者の失業 28.6 o 

規働律者的の不に嘗勢働な賃し金ている勢 32.8 1.0 

他の勢働者の不営な賃金 9.5 。
老 ムーロ 14.7 68.1 

主な賃 金 稼 得 者 の 死亡 7.8 6.4 

病 書主 4.1 21.3 

其 の 他 2.5 3.2 

第
七
十
一
巻

四
=
一
六

第
六
競

明
か
に
非
常
に
楠
足
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
L

L
k
t
し
、
わ
れ
わ
れ
は
手
放
し
に
こ
の
結
論
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
結
論
を
念
ぐ
必
要
は
な
い
。
唯
と
に
で
指
摘
し
得
る
こ
と
は
弐
の

諾
点
で
あ
る
c

ω貧
困
院
が
栢
判
的
に
切
下
げ
ら
れ
℃
い
る
の
だ
か
ら
、

A
J
B
グ

ラ
ス
の
勢
倒
者
の
生
清
水
準
は
一
九
三
六
年
の
そ
れ
よ
り
も
結
針
的
に

低
く
、

B
グ
ラ
ス
の
桐
嘗
な
部
分
は
本
来
B
グ
ラ
ス
に
含
ま
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
と
。
従
っ
て
、
こ
れ
と
関
連
し
て
C
グ
ラ
ス
の
勢
働
者
の

生
活
水
準
を
検
討
し
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
h

一と。

何
労
働
右
階
阪
の
中
か
ら
家
事
使
用
人
及
び
図
民
醤
摂
ザ
1

ピ
ス
法

並
に
闘
民
扶
助
法
に
よ
っ
て
病
院
突
の
他
の
時
所
で
保
護
を
受
け
て
い

る
人
を
除
外
す
る
と
と
は
不
嘗
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
著

者
仕
充
分
な
理
由
を
翠
げ
て
い
な
い
が
、
若
し
も
車
に
、
外
見
土
、
衣

食
住
の
保
障
が
岡
家
に
よ
っ
工
一
路
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
ふ
理
由
で

か
か
る
措
置
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
針
し
亡
は
、
い
か
な

る
生
活
内
容
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
か
を
究
明
F
A
G
と
と
が
重
要

な
の
で
あ
っ
て
、
内
容
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
彼
等
も
叉
貴
悶
線
以
下

に
陥
る
と
と
も
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。

…
加
貧
困
の
原
因
の
中
、
老
ム
ロ
の
占
め
る
率
が
高
〈
、
失
業
が
消
滅
し

た
と
い
う
こ
と
仕
、
社
曾
保
障
制
度
の
内
容
の
貧
弱
さ
を
如
置
に
示
す

も
の
で
あ
φ
ζ

と
。
老
A
T
の
貧
困
者
の
多
い
と
い
う
己
と
は
、
世
曾
保

障
制
民
下
に
支
給
き
れ
る
老
令
年
金
、
補
助
年
金
が
老
令
者
の
最
低
生

活
す
ら
保
障
す
る
も
の
で
な
い
と
と
を
一
対
し
、
央
業
に
よ
る
貧
困
者
の

消
誠
は
、
「
働
く
意
慾
が
あ
る
か
か
わ
ら
ず
失
業
し
て
レ
る
男
子
の
家
族

扶
益
者
は
、
彼
等
が
失
業
保
険
の
支
給
上
り
他
の
枚
入
源
泉
を
も
っ
て

い
る
の
で
、
殆
ん
ど
が
C
か
D
グ
ラ
ス
に
あ
る
。
闘
民
保
険
法
の
も
と
に



支
排
わ
れ
る
年
金
は
、
他
の
日
畑
仕
方
策
を
考
慮
し
ζ

も
貴
闘
線
以
上
に
家

族
を
維
持
す
る
ζ
と
は
出
来
出
「
と
い
う
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
の
叡
述
b
ら

も
明
か
な
ど
と
く
、
失
業
者
は
保
険
給
付
に
彼
自
身
又
は
そ
の
家
族
の
何

ら
か
の
牧
入
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漸
く
貧
困
線
以
上
を
維
持
し

τ

い
る
と
い
う
と
と
を
意
味
し
て
い
る
。
八
こ
の
点
rv
つ
い
て
は
暗
部
担
て
、
次

に
、
賛
困
者
の
よ
り
正
確
な
離
宇
を
出
す
た
め
に
C
グ
ラ
ス
の
労
働
者
の

生
活
水
準
を
検
討
し
よ
う
。

chグ
ヲ
ス
円
働
幽
何
者
の
所
得
は
家
賃
を
引
い
て
五
ポ
ン
ド
一
一
へ
ン
ス
か

1
J
l刊
1
l
i
l
l
-
-ー

l
」
ら
ム
パ
ポ
シ
ド
一
一
一
シ

p
ン
グ
一
ベ
ン
ス

-
6

上

2

5

4

9

-

一

四

扮

且

E

m
紘
一
の
間
で
あ
る
。
更
に
、
五
シ
リ
ン
グ

「
|
「
げ

I
l
l
1
1
1
}
I
l
-
-
九
ペ
ン
ス
の
差
異
を
以
っ
て

C
グ一ア

一

一

北

7

3

2

7

一

ス

を

四

つ

め

グ

ル

ー

プ

に

細

分

し

、

一
o
一

日

一

沼

田

到

四

一

三

、

五

円

O
説
挟
を
匝
分
す
れ
ば
上

-

5

一ぃ
1
1
1
1
1
1
h
I
l
i
-
-

開

一
9

一

世

泊

ユ

は

町

一

実

の

如

L
e

-

噛

U

1

F

i

t

-

と
の
表
は
弐
の
こ
と
や
一
一
目
す
@
貧

-

r

u

m

-

『
オ
到
ー
寸
I
l
l
1
1
1」
困
線
よ
り
五
シ
ル
九
ベ
ン
ス
し
か
高

一
月
一
岨
一
山

h

h

o

一
く
な
い

G
と
一
一
工
大
へ
ン
ス
し

「ド
P
L
i
l
l
i
-
-
-」
か
高
く
な
い
Q
の
グ
ル
ー
プ
の
家
族

は
、
彼
等
が
全
牧
入
を
畑
山
酎
的
必
要
に
集
中
ナ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
直
に

A
か
B
グ
一
プ
ス
に
鵠
落

T
る
と
い
ラ
こ
と
c
し
か
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働

者
に
針
し
、
会
牧
入
を
紘
酎
的
必
要
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と

す
れ
ば
、
八
陵
地
)
.
僅
か
な
京
極
を
蹴
是
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
も

「
幅
祉
凶
家
」
と
イ
ギ
リ
ス
鍔
働
者
陪
般
の
窮
乏
化

又
、
寅
際
に
貧
困
以
下
に
隠
っ
て
い
V

る
の
で
あ
る
@
こ
れ
は

C
グ
ラ
ス
全

体
の
沼
命
で
あ
り
、
更
に

D
と
グ

F
-
7
ス
の
可
成
り
の
部
分
の
運
命
で

も
あ
る
Q

こ
こ
で
、

C
グ
ラ
ス
以
上
の
家
肢
の
賛
同
線
以
下
へ
の
鴎
落
を
支
え
て

い
る
主
婦
の
努
働
に
つ
い
て
、
二
百
し
よ
う
。

ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
の
指
摘
す
る
と
と
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
六
年
の
ゴ

ー
グ
市
の
調
査
の
時
は
、
同
品
婦
未
婚
知
人
の
央
と
別
居
し
て
レ
る
表
以

外
に
峨
場
で
働
レ
て
い
る
婦
人
は
非
常
に
少
ぐ
、
失
の
枚
入
と
補
充
す

川
町

る
た
め
に
闘
レ
て
い
ろ
婦
人
の
政
は
街
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九

三
六
年
以
後
、
事
情
は
思
化
し
灯
、
夫
が
完
全
就
業
し
亡
い
て
さ
え
J
日

〈
の
婦
人
が
職
場
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
止
。
一
九
五

0
年
の
調
査

の
一
市
す
と

ιろ
で
は
、
男
子
が
完
全
抗
議
し
て
レ
る
一
二
、
七

O
入
家

族
(
ヨ

1
グ
市
の
全
野
働
者
間
蔽
家
族
は
一
入
、

O
九
九
)
の
中
一
、

ニ
布
入
家
族
は
主
婦
も
完
全
又
は
部
分
就
業
苦
で
あ
っ
た
。
王
グ
ラ
ス

品
悩

A
か
ら

E
の
間
へ
の
働
く
主
婦
の
配
分
を
示
せ
ば
衣
一
且
表
の
如
し
。

C
グ
ラ
ス
の
一
一
一
六
家
族
の
中
、
一
七
家
族
が
賛
同
か
ら
院
L

C
い
る

の
は
、
妻
の
枚
入
に
よ
る
と
い
う
事
震
は
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
c
若

し
主
婦
が
倒
か
な
け
れ
ば
彼
女
の
家
作
A
グ
ラ
ス
に
陥
る
で
あ
ら
う
。

同
様
に

D
グ
ラ
ス
中
完
全
就
業
し
て
い
る
一
凡
人
の
主
婦
は
、
彼
女
の

家
臨
を
貧
困
以
ょ
に
維
持
す
る
責
任
を
持
っ
て
い
る
。
彼
立
が
働
か
な

け
れ
ば
そ
の
家
族
は
E
グ
ラ
ス
に
落
ち
る
c
更
に

D
hグ
ラ
ス
の
二
七
家

族
は
主
婦
の
部
分
就
誌
が
な
け
れ
ば

B
グ
ラ
ス
に
樽
落
ナ
る
で
あ
ろ

え
J
C

一
方
、

E
ク
ラ
ス
の
一
、

O
八
九
人
の
働
〈
主
婦
の
中
、
四
五
人

の
主
婦
が
貴
闘
以
上
に
家
族
を
支
え
、

E
グ
ラ
ス
の
七
二
九
に
過
ぎ
る

第
七
十
一
程

四

七

第
六
閥
抗

J 
/¥  



「
幅
祉
関
家
」
と
イ
ギ
リ
ス
弊
働
者
階
鼠
の
窮
乏
化

家
族
の
場
合
の
み
、
主
婦
の
枚
五

入
な
く
し
E
グ
ラ
ス
に
止
る
と

と
が
出
来
る
。

か
し
て
一
般
に
ヨ

1
グ
市
町

符
働
者
階
級
の
中
、
若
し
就
業

し
こ
い
る
主
人
を
持
っ
た
家
庭

の
主
婦
が
闘
き
に
出
な
い
と
す

れ
は
、
一
一
七
以
ょ
の
家
族
が

賓
困
仁
落
ち
込
み
、
そ
の
中
三

六
家
族
は
A
グ
ラ
ス
、
入
一
家

族
は
B
グ
ラ
ス
に
入
る
こ
と
に

4

匂

な
る

Q
何
故
に
主
婦
が
働
舎
に
出
て

い
る
の
か
と
い
づ
埋
由
を
調
査

し
亡
、
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
は
次
の

如
〈
搭
摘
し
て
い
る
則
、
、
一

七
一
人
の
主
婦
は
家
具
其
他
の

家
庭
備
品
を
購
入
す
る
た
め
、
二
七
人
は
子
供
町
教
育
二
八
人
は
(
干

の
大
部
分
は
老
棋
な
看
護
婦
)
は
義
務
感
か

ι、
四
四
一
人
は
家
計
む

や
の
〈
り
の
た
め
、
三
主
一
人
は
賛
揮
品
を
購
入
す
る
た
め
、
二
七
O

人
口
家
宅
終
日
料
理
す
J

中
よ
り
も
外
に
出
て
他
の
人
々
と
曾
ラ
方
が

柴
し
い
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
主
婦
の
巾
四
四
一
人
が
家
計
の
や
り
〈

り
の
た
め
に
職
場
に
出
て
い
る
と
い
に
ゾ
と
と
は
、
夫
の
賃
金
だ
け
で
は

最
低
生
活
す
ら
保
障
さ
れ
な
い
桐
活
の
敏
の
家
族
が
存
在
す
る
と
い
r
つ

こ
と
を
一
日
し

τレ
る
が
、
努
働
力
的
債
値
の
卦
割
に
伴
r
つ
賃
金
町
低
下

を
知
る
へ
き
で
あ
る
。

グラス l世帯一白 1些 て し る 妻 む 致

、被健男チ家族数 完全就業I瓦瓦百三
A 27 9 

B 54 18 

C 1.341 36 

D 2.001 18 103 

R 9.2R5 171 918 

第
七
十
一
巻

四

入

第
六
時
間

ノ、
四

か
く
亡
、

C
グ
ラ
ス
の
裕
闘
で
な
い
家
族
(
円
切
と
ロ
グ
ル
ー
プ
)
を
貴

国
家
族
に
加
え
る
な
ら
ば
、
貴
国
家
族
の
合
符
岡
青
階
級
家
族
に
針
ナ
る

能
率
は
、
一
九
三
六
年
の
四
O
%
一
九
五
O
年
の
一
六
・
二
七
%
に
披
少

し
た
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
と
と
で
わ
れ
わ
れ
は
更
め
て
、
一
九
主

O
年
の
貴
府
拍
慨
が
純
針
的
に
切
下
げ
ら
れ
て
、
い
る
と
と
に
注
意
し
よ

う
。
従
っ
て
、
者
し
も
ラ
ウ
ン
ト
リ
ー
ー
が
イ
ギ
り
ス
の
間
続
的
な
生
活

犠
式
に
も
と
づ
台
、
そ
の
時
の
客
観
的
保
件
に
照
隈
し
た
置
困
線
を
決
定

し
て
い
た
な
ら
ぽ
、
全
鍔
働
者
階
級
家
院
の
七
・
六
%
を
占
め

A
U
C
グ

ア
ス
の
上
位
の
大
部
分
と

D
、
E
グ
一
ア
ス
の
可
腐
り
の
部
八
げ
も
又
、
賛
困

者
の
中
に
算
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ

4
0
事
に
、
被
が
調

査
の
到
壊
か
ら
除
外
し
た
家
事
使
用
人
、
宜
〈
の
他
の
人
々
を
も
考
慮
ナ
る

な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
、
ヨ
ー
グ
市
F
お
け
る
一
九
五
O
年
の
賛
同
家
族
毅

は
一
六
・
二
七
%
を
相
官
に
上
廻
っ
て
い
た
で
あ
再
ラ
と
と
は
疑
問
の

余
地
が
な
い
。

註

ω
岸
本
英
大
郎
「
イ
ギ
り
ス
持
問
者
階
級
窮
乏
化
の
一
断
固
」
極

漕
論
双
第
六
八
径
六
号
、
八

l
九
項
、
参
照

ω
前
掲
書
九
一
頁

ゆ
回
目
。
。

σovロ
問
。
司
ロ
可
。
。

ω白
色
。
同
国
い
虫
、

Z
m・』
U
2
2守

a
a
L
与
内
事

λrq告
内
h
n
R
D
一呂田一-

本
書
の
内
容
日
衣
は
弐
の
通
わ
で
あ
る
Q

第
一
主
調
査
の
目
的
と
方
法
第
二
章
賛
困
線
の
決
定
は
第
三

章
責
悶
組
の
難
、
第
四
軍
踊
世
法
に
よ
っ
て
貴
闘
は
ど
の
程
度
被

少
し
た
か
、
第
主
章
諸
々
の
捧
業
結
山
市
第
六
章
失
業
年
金
、
第



日
章
働
〈
婦
人
、
第
三
早
最
低
限
以
下
の
生
活
、
第
九
章
最
低

限
以
上
の
牛
活
、
第
十
古
住
宅
、
第
十
一
章
就
陸
児
責
の
身
粛
と

体
重
。

仙

州

当

1
グ
市
の
人
口
は
一
九
四
九
年
E

一
O
四
、
六

O
O人
で
あ

コ
た
。主

な
建
築
は
鍛
造
と
=
コ
ア
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
及
一
般
甘
冊
子
拠
出
所
、

前
者
の
雇
備
態
は
八
二

O
O人
(
一
九
宅
六
年
に
は
七
、
入

O
O
Aヘ)

後
者
は
一
九
=
一
六
年
の
約
一

O
、

0
0
0人
主
略
同
政
、
と
れ
ら
第
四

半
刊
の
中
約
四
、
四

O
Oが
男
子
持
働
者
で
あ
る
@

コ
コ
ア
と
菓
子
製
遺
産
業
の
最
低
賃
金
は
賃
金
委
員
舎
に
よ
っ
て
決

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
、
ヨ
ー
グ
市
的
二
つ
の
重
な
曾
祉
は
合
同

産
業
委
員
舎
に
よ
っ
て
脅
祉
と
の
協
定
賃
金
が
支
桃
わ
れ
て
い
い
る
c

こ

れ
は
賃
金
委
員
舎
の
賃
金
よ
り
高
い
。
一
九
五

O
年
内
最
低
賃
金
事
は

成
年
男
子
は
週
一

0
0
、
ン
ル
、
成
年
女
子
は
六
九
シ
パ
、
大
部
分
の
持

働
者
は
出
来
高
拙
い
、
出
来
高
拙
い
の
算
働
者
の
平
均
枚
入
は
成
年
男

子
は
二
一
五
シ
ル
、
成
年
女
子
は
入
六
シ
ル
=
一
一
、
シ
ス
を
下
ら
な
い
。

二
つ
の
主
な
脅
世
努
働
者
は
週
四
四
時
間
企
あ
る
。

捕
時
道
の
平
均
校
入
は
そ
の
従
事
す
る
仕
事
の
箇
類
に
よ
っ
て
異
る
が

成
年
男
子
に
実
拙
わ
れ
る
最
低
で
き
去
、
被
表
~
鼻
口
川
町
制
以
上
に
維
持
せ

し
め
る
に
茄
分
で
あ
る
。

高
い
熟
練
と
高
い
賃
金
と
受
け
て
い
る
争
一
〈
の
持
同
者
を
屈
っ
て
い

る
大
産
業
も
な
い
か
わ
り
に
、
賃
金
が
側
外
的
に
低
い
よ
う
ふ
た
多
〈
の

産
業
(
時
た
ま
孤
立
し
た
小
極
替
は
あ
る
)
も
な
い
よ

F
E
2カ
?
と

同
刷
出
回
問
。
司
旦
同
町
内
自
色
白
同

F
号
。
F
E
E
-
U
日
仏

ω
岸
本
英
太
郎
前
掲
六
九

l
七
四
買
事
照

例
目
的
問
。
ョ
ロ
可
m
o
p
Z
3
2』

p
n
N
Z
F
匂

話

、

岡
山
目
白
河
。
高
見
目
。
自
己
口
-
F
F
2
2凶
ヨ
由
民
唱
匂
@

「
一
隅
祉
関
家
L

と
吋
ー
ギ
リ
ス
弊
問
者
階
級
の
窮
乏
化

ω

】『】白"日
V
匂

胸

MFE-
匂
也

ω

戸
町
民
ヨ
ロ
司
沼
田

l者

間

F
E
P
M】

HO
制

F
E
也目

H
O
ω
E
H
P
E
E
l
H印

岡

田

戸

P
H叶
刷

M
F
F
E
M
M
l
N
ω

仰

F
H
F
H
Y
N
ω

制
世
界
経
済
年
報
一
ー
九
五
一
年
特
集
号
に
記
載
さ
れ
て
い
る
世

界
主
要
卸
賀
物
但
指
瞳
表
を
事
照
、

四
回
。
司
己
目
。
自
民

FmW40円
m
L
E
P
司
EN白

問
問
。
司
旦
2
0
ω
ロ白

F
2
0
2沼
町
道
札
口
守
」
じ
子

S
R
H
h
2
b
R
Z、

HCUHHUIHmumw 

加

H
E
F
H
Y
N
S
凶

E
H
P
M
U
M
M
H
凶

H
U
M
P
U
回
∞

凶

F
H
F
切
回
N

岡

国

044耳
目
。
自
臥

F
2
0円
F
句。
Z
ミ
1
2
n
H
」U
E河内
h
r
H
U
M
∞

倒
多
蚊
の
男
女
鍔
働
者
と
の
曾
合
色
ー
検
討
し
、
全
部
の
野
菊
を
家

庭
合
作
つ
亡
い
る
場
合
は
週
七
シ
ル
六
〈
シ
ス
、
大
似
の
又
は
者
干
の

野
菜
を
作
っ
て
い
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
主
シ
ル
と
六
ペ
ン
ス
と
耳
目
し

て
い
る
。

問
就
単
時
代
の
各
週
五
日
間
、
一
ヶ
月
常
り
げ
陪
の
ミ
パ
グ
を
基

準
と
し
て
、
無
料
ミ
パ
グ
の
憤
値
を
一
人
の
児
飛
に
つ
き
凋
九
へ
ン
ス

と
計
算
L
、
間
半
校
給
食
は
普
通
、
食
事
が
無
料
の
場
合
は
週
一
シ
ル
)

一
ペ
ン
ス
と
一
汗
似
し
C
い
る
@

同

国

od司
ロ
可
ー
命
命
防
U
白
戸
吋
〈
O
H
m
刷、』
U

。
Z
之
司
、
道
L

早

n甲小~」「
nz

hhAhpH)同

V
M勾
lMC

側

F
H
F
U
N
C
倒

H
E
P
E
・
印
。
l臼
帥

】

E
P
3
・
M
U
i目
白

悩

H
E
F
切
出
削
丘
町
P
也
宮
川
四
日
H
F
司

法

日

倒

E
民、

u
a
陶
器
邑
唱
匂

E

聞

H
E
P
H
V
E

制
号
凹
F
H
Y
君

側

H
E
P
E
日

E
U叶

天
が
過
し
ヘ
ボ

yr
一
八
シ
ル
を
稼
ぎ
、
し
か
も
子
供
も
扶
貸
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
身
寄
り
も
持
た
尚
婦
人
(
E
グ
ラ
ス
に
闘
す
〕
は
調
査
員
に

第
b
十
一
栓

四
三
九

第
六
現

ヘ主



ユ
一
胴
祉
同
家
L

と
イ
ギ
リ
ス
持
働
者
向
刊
加
の
窮
乏
化

衣
の
如
〈
容
え
て
い
る
。
「
私
達
央
婦
が
畑
町
草
そ
止
め
た
正
し
て
も
、

お
金
を
充
分
持
っ
と
と
は
出
来
な
い
よ

叉
、
夫
が
八
ポ
ン
ド
一
一
シ
ル
六
ペ
ン
ス
を
稼
ぎ
、
二
人
的
成
人
し
た

子
供
が
各
々
一
ポ
ン
ド
を
家
庭
に
つ
ぎ
込
み
、
扶
長
す
べ
き
子
供
も
身

寄
も
な
い
婦
人
は
「
現
在
の
物
慣
で
は
私
も
聞
も
な
〈
働
か
ね
ば
な
ら

な
く
な
る
だ
ら

4
。
私
述
は
い
つ
も
お
金
を
不
限
日
ま
で

r使
い
蓋
し

て
L
ま
う
の
が
普
通
で
す
」
と
答
え
て
い
る
。

同

F
H
F
U
R

ω
宍
の
三
つ
の
点
を
脱
げ
て
い
る
。

第
一
に
、
賢
官
的
に
失
業
者
が
な
く
一
な
っ
た
ζ

と
Q

窮
二
に
、
衣
服
費
は
家
庭
雑
費
の
悦
格
的
目
的
が
尚
品
の
品
質
の
低

下
と
川
町
候
っ
て
、
家
計
は
非
常
じ
金
の
か

i
h

る
こ
と
に
な
っ
た
乙
と
、

第
三
は
末
だ
締
験
し
な
か
っ
た
よ
う
な
幸
胆
に
待
問
者
間
叡
が
居
か

れ
亡
レ
る
の
で
、
以
前
は
全
〈
手
の
と
ど
か
な
い
も
の
と
し
て
、
考
え

も
し
な
か
っ
た
品
物
に
針
す
る
慾
事
が
生
じ
土
こ
と
。

(
F
E、
匂
日
&

川

町

『

己

、

匂

町

田

帥

M
E
F
同

】

日

出

帥

志

向

仏

w

目
下
町
民
凶

結
話
!
|
|
祉
曾
保
障
制
度
と

M
W
働
者
階
級
の
窮
乏
化
の
深
化

一
九
丘

O
年
の
調
査
に
よ
っ
て
、
貴
困
の
減
少
を
宜
誰
L
た
一
ア
ウ
ン
ト

リ
ー
は
、
夏
に
、
一
九
三
六
年
以
来
、
賢
施
さ
れ
て
き
た
社
曾
政
策
的
諸

方
策
の
個
々
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
質
施
さ
れ
て
い
古
か
っ
た
と
偶
定
し
た

場
合
に
生
ず
ベ
き
責
悶
家
族
教
を
算
出
し
、
こ
れ
を
一
九
五

O
年
の
そ
れ

と
比
較
す
る
こ
と

r
よ
っ
て
、
「
間
祉
国
家
L

に
お
け
る
枇
曾
保
険
制
度

が
努
倒
者
階
級
を
貴
闘
か
ら
解
放
し
、
そ
の
幸
一
一
帽
を
培
進
せ
し
め
た
こ
と

第
七
十
一
翁

第
六
競

四
四

O

~ 〆、
六

を
一
暦
強
調
せ
ん
と
し
て
い
る
@

勿
論
、
世
曾
保
険
制
度
が
賛
附
裁
を
あ
る
程
度
、
被
少
せ
し
め
た
事
置

は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
が
直
に
、
愛
悶
か
ら
の
解
放
を
意
味

す
る
も
の
で
な
〈
、
全
待
問
宕
階
級
の
生
活
水
準
の
向
上
を
ず
ら
意
味

L

E
は
い
な
い
U

何
故
な
ら
ば
、
一
フ
ウ
ン
ト
リ
ー
の
賛
悶
線
以
下
の
、
被
教

怖
的
責
民
た
る
狩
働
者
の
披
h
?
と
同
時
に
、
持
働
者
階
級
全
体
の
止
活
水

準
の
絹
針
的
低

F
が
進
行
す
る
と
い
う
と
と
も
島
句
得
る
か
ら
で
怠
る
@

第
二
夫
大
職
後
、
資
本
主
義
の
一
般
的
危
機
の
一
層
の
深
化
が
労
働
者

階
級
の
描
乏
化
と
陪
級
斗
守
を
激
化
せ
し
め
、
京
命
を
そ
ら
す
た
め
に
、

岡
家
を
し
て
、
持
働
者
を
一
定
水
準
の
「
岡
庭
的
最
低
限
」
の
生
活
ま
で

引
上
げ
、
或
は
そ
れ
へ
の
低
下
を
防
止
し
、
こ
れ
を
閑
民
の
「
隙
利
L

P

し
て
保
問
す
る
と
い
わ
れ
る
社
合
保
障
制
度
を
質
施
苦
し
め
た
が
、
こ
れ

は
ピ
ヴ
ア
リ
w
ノ
ヂ
の
構
想
に
也
と
づ
き
、
一
世
曾
保
険
を
中
軸
と
し
、
と
れ

に
祉
曾
事
業
を
閣

L
.
そ
の
調
裂
も
開
民
大
雨
水
一
般
に
ま
で
概
張
さ
れ
た
、

従
来
の
領
域
を
と
え
た
社
曾
政
策
の
段
終
形
態
で
あ
っ
た
。

し
か
し
乍
ら
、
「
岡
民
的
最
低
限
」
生
活
を
保
障
す
る
方
法
が
、
「
所

得
の
再
分
間
」

E
い
ふ
実
名
円
下
に
、
買
は
、
何
ん
ら
資
木
家
階
紋
の
負

担
に
お
い
て
で
な
く
、
問
問
問
者
階
組
内
の
、
寸
断
得
の
再
分
配
し
と
い
号
、

労
働
階
践
の
一
方
的
犠
牲
の
ト
一
に
賢
か
れ
、
「
年
と
る
に
つ
れ
て
増
大
す

る
疾
病
の
費
用
と
退
職
手
首
を
引
出
す
た
め
の
♂
愉
金
を
蓄
積
す
る
た
め

に
、
者
い
健
院
な
人
々
に
重
い
負
担
を
負
わ
せ
る
し
も
の
で
あ
っ
た
が
故

に
、
そ
れ
は
本
来
、
社
合
政
権
の
持
落
形
態
へ
の
必
然
性
を
内
包
ナ
る
も



町
で
あ
っ
た
。

か
〈
し
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
打
倒
の
悌
二
弐
大
戦
中
、
「
悶
民
的
最
低
限

町
保
怖
の
基
本
理
念
に
も
と
を
つ
い
て
構
飽
き
れ
た
世
命
保
闘
制
度
木
、
町
内
λ

問
者
陪
献
に
主
命
的
脅
威
の
な
い
ζ

と
を
見
る
や
、
同
窓
鏑
占
資
本
の
攻

曹
の
武
器
に
用
化
L
、
「
一
一
時
証
悶
家
」
の
名
の
も
と
に
「
問
家
、
と
個
人
と
の

協
力
」
を
強
制
し
、
更
に
、
葬
問
階
鼠
の
直
明
感
を
利
用

T
る
ζ

と
に
よ

っ
て
、
最
低
生
活
以
上
の
労
働
者
の
生
清
水
準
を
切
下
げ
る
と
と
に
よ
っ

て
、
役
救
肱
的
努
働
者
の
生
活
水
準
を
最
低
生
活
の
水
準
ま
さ
引
上
げ
、

か
ぐ
し
て
、
明
働
者
陪
髄
全
体
を
長
恨
生
活
水
準
の
問
漣
に
締
り
何
吋
、

固
定
化
せ
し
め
る
労
働
力
搾
取
の
欺
附
的
子
段
に
な
り
下
っ
た
。

し
か
も
、
岡
家
濁
占
奇
本
の
完
全
な
立
直
め
は
、
最
uγ
ゃ
、
こ
の
よ
う

な
欺
附
的
ヴ
ェ

1
λ

ず
ら
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
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九
五
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静
働
時
品
内
閣
は
三
ヶ
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四
七
億
ポ
ン
ド
の
持
軍
備
計
画

を
決
定
し
、
四
月
一

O
目
、
イ
ン
フ
レ
的
耐
乏
予
算
案
が
公
訳
さ
れ
た
。

そ
と
に
は
前
年
度
の
九
一
一
一
、
九
一
υ
O万
ポ
ン
ド
を
上
但
る
一
四
九
、

0
0

0
万
ポ
ン
ド
の
第
一
年
度
軍
事
費
が
司
上
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
躍
斗
人
な
軍

事
予
却
の
財
源
を
培
税
と
世
曾
転
向
費
の
削
日
酬
に
求
め
て
い
る
こ
Lr
が
示

き
れ
た
c

物
価
の
念
隠
に
も
拘
ら

F
、
一
世
脅
保
障
費
の
増
加
は
健
か
に
五

0
0
0万
ポ
ン
ド
に
過
ぎ
ず
、
同
民
鴎
療
授
の
大
巾
の
削
減
は
義
樹
、
眼

鏡
の
費
用
の
半
分
を
患
者
に
負
強
せ
し
め
る
に
至
っ
た
@

一
方
、
再
軍
備
計
画
の
進
行
は
イ
ギ
リ
ス
の
燭
出
資
本
に
巨
額
の
利
潤

を
も
た
ら
し
た
@
公
表
吉
れ
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
生
時
曾
吐

「
一
一
個
枇
閥
家
L

と
イ
ギ
リ
ス
勢
働
者
階
鼠
の
窮
乏
化

一
、
三

0
0
の
利
潤
は
本
年
の
最
初
の
五
今
月
内
レ
ド
、
咋
企
「
同
期
の
五
人
、

七
O
O万
ポ
ン
ド
に
針
L
E
七
O
、
0
0
0万
ポ
ン
ド
以
ょ
に
増
加
し
、

イ
ギ
リ
ス
法
人
の
総
収
入
は
年
末
ま
で
に
作
年
の
約
五

O
%を
上
廻
る
で

あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
程
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
反
し
て
、
労
働
者
階
級
の
生
活
水
準
は
晴
々
低
下
し
た
。
増
税

物
慣
騰
貴
、
勢
倒
強
佑
は
境
働
者
の
賢
質
賃
金
吐
切
下
げ
た
が
、
と
れ
を

〉

戦
前
の
一
九
三
入
年
と
比
散
ず
れ
ば
、
次
頁
の
如
吉
、
出
向
販
を
一
訳
す
。

ζ

の
衰
を
一
百
苫
れ
亡
い
る
、
生
活

水
準
の
戦
前
町
三
労
の
一
低
T

に
は
、
一
目
許
侭
障
費
の
削
減
が

考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
思

い
、
野
仙
者
階
級
の
組
制
的
窮

乏
化
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

附
片
的
以
内
閣
の
針
米
依
存
に

よ
る
再
出
備
政
策
は
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イ
ギ
D
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の
樫
阿
危
機
を
深
め
、
持
働

朽
の
生
活
そ
一
口
脂
J
h
し
い
も
の

に
し
た
た
め
、
野
働
階
訟
の
支

持
を
失
つ
仁
、
遂
に
瓦
解
し
、

ζ

の
年
一
一
月
保
守
設
内
閣
が
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家
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と
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
釦
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相
の
「
関
川
崎
耐
乏
計
画
L

陸
間
以
後
、
イ
ギ
リ
ス
桝
間
は
針
米
依
存
を

培
々
強
め
る
と
共
に
、
「
賃
金
釘
付
政
策
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の
強
化
、
府
和
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仕
合
保
附

費
の
削
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困
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ス
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し
、
豊
富
抱
方
警
官
し
て
一
工
た
賀
川
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し
、
支
榊
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r
能
力
あ
る
も
の
は
個
利
治
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町
山
応
器
そ
の
他
仁
射
し
て
の
支
一
怖
い
r
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智
行
れ
な
り

れ
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な
ら
な
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u
、
食
料
補
給
金
の
大
巾
の
削
減
と
食
料
悦
絡
の
商
際
、
住
吉

政
策
的
後
退
等
々
ド
よ
る
労
働
右
階
級
の
生
活
水
準
の
切
下
げ
が
行
わ

れ
、
克
仁
、
再
宜
怖
政
知
的
下
で
の
恐
慌
の
深
ま
り
は
、
民
需
部
門
の
鍔

働
者
手
一
明
々
荷
顕

ι投
げ
山
L
、
失
業
者
の
増
大
は
就
業
労
働
者
の
管
制

強
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
粗
削
判
的
胤
乏
化
を
一

層
抑
進
め
て
い
一
令
。

と
れ
に
針
し
、
イ
ギ
リ
ス
同
労
働
者
間
松
壮
、
社
命
ロ
サ
ー
ビ
ス
費
削
減

の
撤
回
、
食
料
補
給
金
の
筏
訂
、
貨
と
げ
と
失
業
手
常
、
話
老
年
金
の
引

上
等
々
の
要
求
を
高
〈
掲
げ
な
が
ら
w

b
っ
て
的
問
M
M
内
閣
を
倒
し
た
ら

の
偉
大
な
力
を
結
集
し
、
ア
メ
り
カ
へ
の
諒
従
E
戦
守
へ
の
泊
を
院
し
て

平
和
と
燭
立
を
か
ち
取
る
た
め
、
悶
家
崎
市
資
本
下
針
す
る
幅
制
強
い
斗
守

を
展
開
し
て
い
る
。
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